


















































































































































































































の火砕流が到達したであろうという町田教授の意見は推論であ

る。 しカ し、約 9万年前の噴火の痕跡が、 明確に残っているは

とは限らない状況の中で、 阿蘇 4噴火の火砕流が海を越えて

150 km離れた山口県秋吉台でも発見されていること等現在の阿

蘇 4噴火の堆積物の堆積状況や火山学における火砕流の流出状

況の推定から、 町田教授は、 当然に阿蘇 4噴火の火砕流が伊方

原発敷地に及んだものと考えているのであり、

打ちされた推定である。

専門的知見に裏

この町田教授の推論は現在においても否定されていない。

C 5 1において引用した 2020年の論文(takaradaand 

甲

hoshizumi) においても、 阿蘇 4噴火の火砕流堆積物についてそ

れまでの観測データ等と海底ではなく海面上を火砕流が移動す

るという推測のもと、伊方原発敷地も含む楕円形のかたちで推

測している （甲 C5 2の 1、 2 • 6, 7頁）。 少なくとも、 当論

文からしても火山学において、 伊方原発敷地に阿蘇 4噴火の火

砕流が到達したという推論は否定されているものではないこと

は明らかである。

f9-------- --ー-
阿蘇4テフラ、特に火砕流1恒訊芍冴布範固
大きな円は至g達した可能性が高いとされる
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ウ小括

にもかかわらず、原審は、「伊方原子力発電所の敷地に到達し

たことをうかがわせる証拠はない」として立地不適としてお

り、これは火山学における専門的な経験則に基づく推定を推測

に過ぎないと、切り捨てるものであり、合理的な科学的知見に

基づく内容であるとはいえない。

原審における上記判示は、伊方原発敷地への火砕流到達につ

いて指摘する専門家のデータに基づく科学的合理性のある推論

に対する不当な評価であり誤りであるといわざるを得ない。

4 阿蘇カルデラ噴火の可能性について

(1) 原判決の概要

原判決は、阿蘇カルデラの噴火可能性については、「阿蘇の活動

履歴の検討及び地球物理学的地球化学的調査等の結果、阿蘇 4噴

火後に地下浅部に伊方原子力発電所運用期間中に巨大噴火を引き

起こす原因となる大規模な珪長質マグマ溜まりの存在は想定され

ない」とし、「阿蘇の中岳から約 3~4km西の草千里付近の地下約

6kmにマグマ溜まりが存在することが推定されるが、中岳の火山

活動の供給源となる玄武岩質マグマであり、規模の点でも拡がり

が制限されており、かつ縮小傾向にあると考えられる旨の見解が

あり、これらの見解が不適切であることをうかがわせる事情は認

められない。」、「噴火が起こるには地下に噴火可能なマグマが蓄積

される必要があり 、巨大噴火であるほどマグマの地殻内への大董

蓄積が必要条件とされるところ、上記のとおり 、現時点では巨大

噴火を引き起こす原因となる大規模な珪長質マグマ溜まりが想定

されないにもかかわらず、伊方原子力発電所の運用期間中（使用前

検査に合格した日から起算して最長 60年）に、急速に巨大噴火を
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発生させるようなマグマ溜まりが形成され、巨大噴火が引き起さ

れる可能性があることを裏付けるに足りる証拠もない。」と判示し

た。その上で、巨大噴火を引き起こすのは珪長質マグマとは限ら

ない旨の巽教授の意見については、「その著書において、巨大噴火

のマグマ溜まりは珪長質マグマである旨認めているため（乙

733(103頁）、採用できない）等と判示している（原判決89~9 

1頁）。

(2) 原審は、法廷における巽証言を軽視しているが巽証言は十分に信

用できるものであること

アはじめに

原審が、このような判示を是とするのは、「火山の現在の活動

状況は巨大噴火が差し迫った状態ではないことが確認でき、か

つ、運用期間中に巨大噴火が発生するという科学的に合理性の

ある具体的な根拠があるとはいえない場合は、少なくとも運用

期間中は、『巨大噴火の可能性が十分に小さい』と判断できる」

と考えているからであり、その火山リスクの判断基準に問題が

あることは既に指摘しているところであるが、それを差し引い

たとしても、上記原審の判示は、巽教授の指摘する火山学の前

提を軽視ないし無視するものであり、専門的経験則を軽んじる

もので極めて不当と言わざるを得ない。

イ 阿蘇カルデラの巨大噴火の可能性は否定できないこと

原審は、阿蘇カルデラにおいて大規模な珪長質マグマ溜まり

の存在は想定されない、阿蘇の中岳から約 3~4km西の草千里

付近の地下約 6kmにマグマ溜まりが存在する ことが推定される

が、中岳の火山活動の供給源となる玄武岩質マグマであり、規

模の点でも拡がりが制限されており、かつ縮小傾向にあると考
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えられる旨の見解がある旨判示するが、既に述べたように、阿

蘇カルデラの地下に巨大噴火を起こすような巨大なマグマ溜ま

りが存在するかどうかについては、現在の火山学の知見では、

分からないと言わざるを得ないのが現状である。

火山学特にマグマについての専門家である巽教授は、阿蘇カ

ルデラの地下について、確かに、現在の阿蘇においては珪長質

マグマの巨大なマグマ溜まりは確認されてないのかもしれない

が、それは文字通り、「確認」されていないだけであり、存在し

ないことを証するものではない、破局的噴火を引き起こすマグ

マ溜まりについては、現在の技術では、それを観測し把握でき

るような調査を行うことはほぼ不可能であると供述する。

加えて、上述の通り、マグマ溜まりは液状でなければ、そも

そも観測することが困難であるが、マグマ溜まりが液状である

とは限らない、マグマが、外縁の岩と区別できないマッシュ状

で存在している場合もあり、その場合は、観測自体不可能であ

るとも供述する。

さらに、珪長質マグマでなければ破局的噴火を起こさないわ

けではない。たとえば、阿蘇 2噴火、阿蘇 3噴火は、安山岩質

のマグマによる破局的噴火であり、珪長質マグマであることは

破局的噴火をしないことを基礎づける事実とはならない（巽証

言 15、16頁など）。

過去に巽教授は一般論として破局的噴火は珪長質マグマに基

づくものが多いという趣旨でその旨発言したかもしれないが、

珪長質マグマ以外でも巨大噴火を起こすことは、過去の阿蘇の

破局的噴火が如実に証明しているのである。
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(3) 小括

結局のところ、現在判明している、阿蘇カルデラのマグマの状況

程度の情報では、巨大噴火の可能性の有無については何らかの判断

をするための合理的根拠を欠くものといわざるを得ない。

以上の通りであるから、現在の阿蕪カルデラの観測状況をもっ

て、原発運転期間における阿蘇カルデラの噴火の危険性を事実上否

定するかのような原審の判断は巨大噴火の危険性を軽視するもので

あり許されない。

5 立地評価上のその他の論点について

(1) 火砕流シミュレーションの問題

ア 原審は、火砕流シミュレーションの目的が、 「阿蘇カルデラか

ら東方（伊方原子力発電所敷地の方向）へ向かう阿蘇 4噴火の火

砕流は佐賀関半島等を地形的な障害とするため、伊方原子力発

電所の敷地に到達しにくいことを確認すること」としていると

ころ、このような目的であれば、大規模火砕流のシミュレーシ

ヨン解析ソフトを用いることが不適切であるということはでき

ないし、阿蘇 4噴火程度の噴煙を上げる噴火を想定していない

こと、火砕流がほぼ一方向（伊方原子力発電所の方向）に流れる

ものとしていること、現在の地形を前提としていることなどが

不適切であるということもできない、と判示する（原判決 91

頁）。

イ しかしながら、前述し、最終準備書面においても指摘したよ

うに、シミュレーション解析ソフトで想定できるムラビ型の規

模の噴火と、成層圏まで吹き上がる可能性のある破局的噴火、

巨大噴火とはその機序が異なっており、 「伊方原子力発電所の敷

地に到達しにくいことを確認すること」という目的においても
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大規模火砕流のシミュレーション解析ゾフトを用いることは不

適切であり、気象庁地震火山部長、原子力安全基盤機構(JN 

ES)技術顧問などを歴任した理学博士浜田信生氏が指摘する

とおり、被控訴人電力会社のシミュレーションは、実質とは無

縁な荒唐無稽なものである」（甲 C48) と言わざるを得ない。

巽教授も 「少なくとも論理的に間違っているというような点

を見付け出すことはできません」などと見解を述べている。巽

教授は、その上で、巨大カルデラ噴火において TITAN2Dを用い

る問題点として、存在している既存のシミュレーションソフト

を使う場合には、使用限界があり、パラメータの有効な範囲で

行うということが基本的に重要なことになるが、パラメータ設

定のためには、物理的な現象をしつかり把握しなければなら

ず、本件ではそれがなできていない、とその手法の問題点を指

摘するのである（巽証言 35から 37頁）。

以上の通り、原審の上記判断は、被控訴人のシミュレーショ

ンの問題点に目をつぶり、争点から排除しようとするものであ

り、不当である。

(2) BB  Nの問題

ア BBNを用いて今後 100年以内に阿癬 4規模の巨大噴火が発生

する可能性を定墓的に評価できるとの専門家の評価の証拠化

は、広島高等裁判所の前記決定を踏まえて、被控訴人や原子力

規制委員会の「噴火による設計対応不可能な火山事象が伊方原

子力発電所に到達する可能性は小さい」という評価判断の正当

性について追加的に提出した証拠であるから、これまで説示し

たとおり同評価判断が不適切であるといえない以上、追加証拠

が阿蘇 4噴火を考慮する必要がないことを定墓的に示すもので
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なかったとしてもそのことをもって上記評価判断が不適切なも

のに転化するものではない、と判示する（原判決、 92、93

頁）。

イ 原審は、被控訴人による BBNを用いた専門家評価は、「噴火

による設計対応不可能な火山事象が伊方原子力発電所に到達す

る可能性は小さい」という評価と合致するから不適切ではない

と判示するようである。この点、「噴火による設計対応不可能な

火山事象が伊方原子力発電所に到達する可能性は小さい」かど

うかという判断基準を立てること及び同基準の評価自体が誤っ

ていることは既に述べたところであるが、それを措いたとして

も、マグマ溜まりの状態も十分に観測できていない現状におい

て、初手で導き出された確率から修正すべき要素がないことか

ら現実をふまえた更新をおこなうことができず、ベイズ統計学

では有用な結論を得ることができない。

被控訴人がベイズ統計学に基づいて、阿蘇4噴火と同等の噴

火の可能性が低いと評価しているのは、「現在のマグマ溜まりの

状態が苦鉄質中心」という前提事実をもとに判断しているから

生じた評価に過ぎず、それ以上の意味を持たない。誤った前提

事実を元にすれば、誤った確率論的評価になる危険性があると

言わざるを得ないのである（巽証言 32、33頁参照）。

そうである以上、現在の火山学において、噴火予測にベイズ

統計学を用いることについては相当とはいえず、 BNNに基づ

いた安全性評価は許されない。

(3) 噴火レベルの問題

ア 火山ガイドは 「設計対応不可能な火山事象が伊方原子力発電

所の敷地に影響を及げすか否かの検討を求めているのであっ
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て、 VEIの規模を踏まえた検討を求めているものではないか

ら、控訴人らの主張は前提において失当である、と判示する

（原判決 93頁）。

イ しかし、設計対応が可能かどうかの判断にあたっては、火山

の噴火の程度というのは当然重要であり、被控訴人自身の資料

からも火山による噴出量に基づいて、噴火の影響を考慮してい

ることは当然に認められる。

にもかかわらず、原審が、 「設計対応不可能な火山事象が伊方

原子力発電所の敷地に影響を及げすか否かの検討を求めている

のであって、 VEIの規模を踏まえた検討を求めているものでは

ない」とするのは、論点のすり替えである。

控訴人側が主張してきたように、VEI5以上の規模については

原発は設計対応困難であり、その可能性については当然検討し

なければならず、たとえば、令和 2年広島高裁決定なども社会

通念論を持ち出しつつも、それでもVEI 6までは設計対応で

考慮しなければならないとし、「阿蘇については、阿藤4噴火に

準ずる噴出量数十逼の噴火規模を考慮すべきである。そうする

と、その噴出彙を 20~3 0遍としても、相手方が想定した九

重第一軽石の噴出量(6. 2遥）の約3~5倍に上り、本件発電

所からみて阿蘇が九重山よりやや遠方に位置していることを考

應しても、相手方による降下火砕物の想定は過小」であると結

論づけている。

原審としては、 上記の通り、 VEIと設計対応の問題を回避

しており 、その意味において考慮すべき点を考慮しておらず、

不当と言わざるを得ない。
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(4) 噴火ステージ論の問題

ア 控訴人らの指摘する「噴火ステージ論」は、地質学的な調査

に基づいて明らかにした南九州のカルデラ火山の噴火履歴をそ

の噴火の態様に基づき複数の噴火ステージのサイクルに整理し

たNagaoka(1988)の知見であると考えられるところ、被控訴人

は、再稼働申請において同論に言及するも、同論のみに基づい

て巨本噴火の本件 3号機の運転期間中の発生を検討しているも

のではないから、上記の原告らの主張は採用できない、と原審

は判示する（原判決 93、94頁）

イ しかし、被控訴人電力会社自身の立地評価が、現在の阿蕪山

の活動については、現在のマグマ溜まりは巨大噴火直前の状態

ではないため、 Nagaoka(1988) でいう 「後カルデラ火山噴火ス

テージ」における既往最大を考慮すればよいとするものであ

り、そもそも火山の噴火規模を想定するにあたって噴火ステー

ジ論を採用しているものと考えざるを得ないのである。

そして、上述したように、破局的噴火が発生する可能性が十

分に小さいなどとは火山学上は評価し得ない。

阿器が阿蘇4噴火後の「後カルデラ期」であったとしても、

「後カルデラ期」という文言は火山活動の周期性を捉えるもの

ではなく（巽証言 31頁）、現在の阿蘇が破局的噴火を引き起こ

さないという根拠になるものではない。なお、被控訴人が、「後

カルデラ期」であるから噴火の可能性が低い旨主張するのは、

長岡信治氏の論文が影響していると思われるが、長岡氏を指導

した町田洋教授は、長岡氏のサイクル論については、火山につ

いての整理のための手法に過ぎず、噴火の将来予測に用いるた

めのものではない旨証言している（甲 C51• 36頁）。
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したがって、噴火ステージ論をもとに、噴火の危険性を判断

することはできない。

6 まとめ

以上のとおり、原審は、巨大噴火の噴火リスクについて社会通念に

よって限定解釈することを容認した結果、巨大噴火のリスクについて

は事実上司法審査の対象から外そうとしたが、そのような社会通念に

よる噴火リスクの限定解釈は許されず、原審は、巨大噴火のリスクに

ついて十分検討した上で判断しなければならなかったのにそれをし

なかった。

また、立地評価上問題となるはずの火砕流の到達可能性等の諸論点

についても、原審は控訴人らの主張を排斥しているが、控訴人らの主

張は火山学の専門家の意見に基づくものであって、容易に排斥できる

ものではなく、原審の経験則判断等は不当なものであった。

そして、現在の伊方原発は、立地評価上、巨大噴火及び巨大噴火を

超える破局的噴火に対応できるものとはなっておらず、そのようなリ

スクを有する原発を運転させることは許されない。

以上の通りであるから、原審の判断は不当なものであるから、改め

られなければならない。
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第6 水蒸気爆発

1 はじめに

原審は、規制委員会が被控訴人の本件申請を許可した以上、安全性

は推認されるとして、控訴人らにおいて、審査基準あるいは基準適合

性判断が合理性を欠くことを証明せよといい（原判決p1 5)、その

上で水蒸気爆発 （本項においては、以下、SEという）に関しては、

控訴人らの主張は合理性が欠けていることにつき反証できていない

とした（原判決p1 0 7~1 1 7)。しかし、この判決は立証責任の所

在に関する最喬裁判決平成4年 10月29日（本項では、以下、最判

H4という）に反している。

そこで、本項において、控訴人らは、①立証責任の所在並びに審査

基準及び基準適合性判断が最判H4に反していること 、②適合性判断

の過程に看過し難い過誤 ．欠落があること、③SE発生の具体的危険

性は 「実機」においても存在すること、④SEの爆発力は格納容器を

破損するものであること、⑤実機条件とは何か等を述べることにより、

最判H4によれば当然のこと、原判決の立場からでも伊方原発 3号機

には具体的危険性が認められるべきことを明らかにする。

2 立証責任の所在と審理の在り方

(1) 立証責任の所在

原審は「 ・..原子力規制委員会が当該申請内容が同基準に適合

していると確認 ・判断してこれを許認可している場合には、社会的

に許容される程度の安全性が確保されていることが推認される」

（判決書p1 4) とし、その上で「上記許認可がされてもなお安全

性が確保されたということは出来ないと原告が主張する場合に

は、...新規制基準 ．．． が合理性を欠くこと、安全性の基準に適

合するとした原子力規制委員会の審査及び判断が合理性を欠く ・・・
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等の理由により・・ ・具体的危険が存在することについて、すなわ

ち上記安全性の確保の推認が翌されることについて、原告が反論反

証すべきである」（同p1 4) と判示した。

しかし、上述するところは、最判H4とは明らかに異なっている。

同判決は「・・・被告行政庁の側において、まず、その依拠した前

記の具体的審査基準並びに調査審議及び判断の過程等、被告行政庁

の判断に不合理な点の無いことを相当の根拠、資料の基づき主張、

立証する必要があり、 ・..主張、立証を尽くさない場合には、 ・・・

右判断に不合理な点があることが事実上推認されるものと言うべ

きである」と判示している。

原審の判示するところは、最判H4に違反している。

(2) 審理の在り方

さらに最判H4は、原子炉施設の安全性に関する適否が争われる

訴訟における裁判所の審理 ・判断についても、次のように判示して

いる。

「・・・現在の科学技術水準に照らし、右調査審議において用い

られた具体的審査基準に不合理な点があり、あるいは当該原子炉施

設が右の具体的審査基準に適合するとした原子力委員会 ・・・ の調

査審議及び判断の過程に看過し難い過誤、欠落が ・・・ 認められる

場合には、 ・・・ 不合理な点があるものとして、 ・・・ 違法と解すべ

きである。j

本訴において、控訴人らが問題にするのは、伊方原子力発電所3

号炉の許可申請に対する審査では、セレナプロジェクトの存在及び

それによって得られた知見については、質的にも量的にもほとんど

（恐らく全く）調査されず、審議も行われなかったという事実であ

る。
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セレナプロジェクトは、現在の SEに関する世界レベルの研究で

あり最も信頼できる知見を提供している。にもかかわらず、これの

調査審議を怠ったという事実は、明らかに上の「現在の科学技術水

準に照らし」及び「調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤、欠

落が ・・・ 認められる」に該当し、最判H4に反している。

そこで、セレナプロジェクト以下、順に述べていく。

3 セレナプロジェクト

(1) 成果・知見と規制委員会の審査（高島p3~9)

ア 成果と知見

セレナプロジェクトはOECDが企画・実施した SEに関する

研究プロジェクトである。セレナプロジェクト以前にも SEに関

する大規模実験としてクロトス ・ファロ ・コテルス等が実施され

ている。しかし、それでは解明できない 「不確かさ」が残ってい

たために企画されたのがセレナプロジェクトであった（甲E30

p 7。高島p3~  4)。

セレナプロジェクトは二つの成果・知見をもたらした。一つは、

炉内 SEは環境に対する具体的危険が無いことである。

もう 一つは、炉外SEは「圧力容器外SE爆発荷重の計算によ

る予測荷重は ．．． 依然としてバラッキの大きいままである。こ

の意味では本事業で圧力容器外の水蒸気爆発に関する課題が決

定的な解決に至ったとは言えない」（甲 E1 2の2p 2 0) とい

うものであった。即ち、炉外SEには格納容器損傷の危履恙がある

のである←

イ 規制委員会の審査

規制委員会は、伊方 3号機の設置変更許可申請手続きにおいて、

セレナプロジェクトにより得られた知見を検討することは無か
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った。審査書等の何処にもセレナプロジェクトについて触れた部

分は無い。

注目すべきは審査書p2 0 1 （乙 16)に 「審査過程における

主な論点」として、次の 2点が記載されていることである。

①規制委員会は、被控訴人が 「SEは実機において発生する可

能性は極めて低い」としている点について、その根拠の提示を求

めた。これに対し、被控訴人は、クロトス ・ファロ ・コテルス等

の大規模実験の例を挙げて説明し、規制委員会はこれに納得し

ている。

②規制委員会はジャスミンコード(JASMINE Code；込EA

~imulat or for琶ultiphase述teractionsand g_xplos ions Code) 

を用いた格納容器破損確率の評価についても釈明を求めている

（甲 E13号証： JAEAリサーチ）。これに対して、被控訴人

はSEの規模が最大になるときに外乱を加えていること等を説

明し、ここでも委員会は納得している。

上記 2点の内容の是非については、正に規制委員会の審査の合

理性にかかわる問題であり後に詳しく触れるが、ここで控訴人ら

が指摘しておきたいことは、本来、セレナプロジェクトにより得

られた知見こそが 「審査過程における主な論点」として誂論され

るべきであったということである。もし、これが議論されていれ

ば、当然、審査書に記載されたはずである。規制委員会の審査過

程にセレナプロジェクトに関する検討は無かったと断ずる所以

である。

なお、原判決は、パブリックコメントがセレナプロジェクトを

援用したことに対し規制委員会が応答している事実をもって、同

委員会がセレナプロジェクトの知見を検討しているかの如き判

119 



示をしている(p1 1 5)。しかし、検討すべき知見とはクロト

ス ・ファロ ・コテルスに対する懸念の上で獲得された「炉外SE

の不確さの存在」である。しかるに、クロトス以下の実験結果を

もってセレナプロジェクトの成果を否定した規制委員会の応答

を見れば、これを全く検討していないことは明白というべきであ

る（検討した上で「不確さの存在」を否定したというのであれば、

被控訴人に堂々とその根拠を提出させればいいのである）。

(2) セレナプロジェクトに関する原判決の判示(p1 1 2~1 1 4) 

ア 原判決は、セレナプロジェクトでは、「実機内でSEが発生する

可能性についての検証は行なわれて（いない）」、「SEを発生させ

るため外部トリガーとして強い圧力が負荷されている」と判示し

ている。そこで、以下にこの判示について検討する。

① 「実機」の内容の説明はない。実機が何かはこの訴訟の初め

からの「謎」であった。最終段階で被控訴人から出された「実機

の内容」は、ご都合主義的で極めて偏頗なものであったが、原判

決は無批判にこれに従ったようである。実機の内容に関する説明

は後に改めて行う。

②SE発生の可能性についての検証が無いとの点であるが、 0

ECDはSE発生の可能性が具体的に存在するからこそ、その発

生を前提にして、時間と襲用をかけて加盟の国家的研究機関に参

加を呼びかけたのである。先進諸国の研究機関は、 FCIによる

SEの発生を具体的なものとして認識している。

③外部トリガーが負荷されたとの判示がある。原審はこの事実

を、外部トリガーを加えなければSEは発生しない⇒格納容器に

はトリガーは無い⇒実機では SEは発生 しないと繋げるのであ

る。しかし、セレナプロジェクトにおける実験シミュレーション
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は、 SEの爆発力を把握する為のものであるから、確実に SEを

発生させる条件設定の下で実施されなければならなかった。これ

は当然のことであり 、このことをもって外部から人為的にトリガ

ーを掛けない限り SEは発生しないと結論付けることは出来な

vヽ。

イ さらに原判決は、マガロンを SEに関する分野の第一人者と認

めたうえで、マガロンの論文（甲 E3 1の 1• 2)を引用し 「・・・

『 SE のリスクに関する現在の研究では、 ~Fue 1 Coo 1 ant 

In teraction) が有れば SE は必ず起きる ・・ • SE に耐性を持つ

構造をデザインし、さらに、それに応じて過酷事故処理戦略を明

確にする助けとなる』旨の見解を発表しているが、現在までにこ

の問題に関する新たな論文は出ていない」(p1 1 3)と述べてい

る。原判決がここで何を言いたいのかはよく判らないが、この論

文が意味するところは、FCIが起ればSEは必発と考えるべき

で、だからこそキャビテイーの耐性等を確保するべく、そのデザ

インを考えなくてはならないということである。

ウ F C Iが起ればSE発生の可能性は具体的なものとなるとい

う事実はと世界の研究機関 ・研究者の一致した見方である。発生

の可能性が具体的であるということは、 SEの危険性も具体的に

なるということである。

(3) 小括

規制委員会はセレナプロジェクトが炉外SEの安全性につき「不

確かさがある」とした結論を調査審議することなく許可を出した。

原判決は、規制委員会が許可したから安全性が推認されるとしたが、

規制委員会の調査審議には看過できない欠落がある。
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4 SE発生の可能性

これは前述した 「審査過程における主な論点」の第 1点と関連する。

(1) 原判決の認定

原判決は、クロトス・ファロ ・コテルス等の大規模実験の結果か

ら、 SEの発生可能性は無視できるほど小さいと結論付けている。

即ち、ファロ ・コテルスではSEは発生していない。クロトスでは

SEが発生しているが、それは 15 0気圧もの外部トリガーを加え

たからである（因みに「本件 3号機の格納容器の気圧は3. 4気圧

にとどまっている」とも付加している）。従って、実機においては、

SEは起らないと した。

しかし、クロトス・ファロ・コテルス等の大規模実験の結果には、

依然として「不確さ」が残っている。 SEを完全にコントロールで

きていないという認識からセレナプロジェクトが実施されたとい

う事実は最初に指摘している。それでも、クロトス・ファロ ・コテ

ルス等の大規模実験の結果から 「SEは発生しない」という結論を

出すのだろうか。

規制委員会が「主な論点」として謡論すべきであったのは、以下

の(2)~(4)の諸点である。

(2) SEに関する責任ある機関等の認識

①OECDは実機における SEの発生を具体的かつ現実のもの

として認識している（原判決自身も「セ レナプロジェクトは、実機

内で水蒸気爆発が発生することを前提とした・ ・・」 (p1 1 3)と

述べ、これを認めている）。

② IAEAも「格納容器の障壁に損傷を与えかねない水蒸気爆発

を排除するために望まれる方法は、如何なる想定事故シナリオにお

いても溶融炉心の水中落下を避けることである」（甲 E23の2)
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と警鐘を鳴らしている。

③ SEに関する分野の第一人者であるマガロンも次のように述

べている。

「どんな溶融燃料と冷却材の混合物でも十分なエネルギーが供給

されれば、水蒸気爆発が発生し得る。問題は、与えられた系や状況

に関してどれだけのエネルギーがあれば十分か、また、実験系の中

で水蒸気爆発を発生させるに必要な外部刺激のエネルギーが、原子

炉事故での炉心溶融の間に生じる内部事象の中に見出せるかどう

かを確かめることである。過去の研究は、このような点について結

論が出ておらず、そして、 FCI研究についての現状から言って、

近い将来においてもこの分野での研究の進展はほとんど期待でき

ない。このことが、次のように考える理由である。即ち、水蒸気爆

発リスクについての現在の研究ではFCIがあれば水蒸気爆発は

必ず起きると考える。そして、周辺の構造に関しての結果を査定す

る。このことが水蒸気爆発に耐性を持つ構造をデザインし、さらに、

それに応じて過酷事故処理戦略を明確にする助けとなる」（甲 E3

1の1 • 2)。

OECDもIAEAもマガロンも皆、原子力発電を推進しようと

する側のもの達である。しかし、その彼らをして、上記のように言

わしめているのである。

(3) トリガーが無いとする科学的根拠

SEの発生にはトリガーが不可欠であり、トリガーが無ければS

Eは発生しない。

被控訴人は格納容器内に 「ト リガーは存在しない」と主張し、ク

ロトスを例に、そこでは 15 0気圧もの圧力波がトリガーとして加

えられた、しかるに、実機の格納容器には 15 0気圧もの圧力はな
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ない、即ち、 トリガーは存在しないとするのである。

そして、その科学的根拠として乙 13号証を提出した。しかし、

乙13号証に対し、控訴人らは証人高島により 「乙13号証はトリ

ガーの存否とは全く関係しないこと」を充分判り易く証明したつも

りである（高島：p1 1~)。だが、原審はこれを理解しなかった

ようである(p1 1 1~1  1 2)。

そこで、以下に原審における控訴人らの立証を、ここでもう一度

明らかにする。

① 乙13号証「7. 2. 1. l. 2 格納容器破損防止対策の有効性

評価」(p10 -7 -2 -10)において、被控訴人は過酷事故を想定し

MAAPを用いて事象を解析している。その結果「 b 評価項目」

(pl0-7-2-19) で「・ ・・ 事象発生の 47時間後に最高値0.

3 3 5 MP  a となり、 ・・•これは原子炉格納容器の最高使用圧力

の2倍 (0. 566MPa)を下回る」という結果を得た。この最

高値0. 335MPaは、 0.566MPaより小さいから格納容

器は破損しないというのである。

このシミュレーションは、格納容器の耐圧能力をチェックするも

のであり、 トリガーの有無を判断するものではない。

② 第 7.2. 1. l. 9図を見れば明らかなように、上記シミュ レー

ションは圧カスパイクによる上昇圧力に対する耐圧能力をチェッ

クするものである。10万対程度の体積を持つ格納容器に 47時間

をかけてジワジワと圧力をかけても壊れなかったという結果は、格

納容器の耐圧能力を確認するという点では有効である。しかし、こ

れはトリガーの存否とは関係しない。

③ 圧力がトリガーとして機能するためには、 10万吋の格納容器

の全体に 15 0気圧もの圧力が満ち溢れる必要はない。トリガーと
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しての圧力は格納容器内の局所に存在し、溶融核燃料（コリウム）

の沸騰膜に作用すれば足りるのである。

因みに、 PWRでは圧力容器内の圧力が 15.4MPa [ga g 

e] (1 5 7kg/cm2G= 1 5 7気圧）である。格納容器の体積と圧

力容器の体積の比を考えれば、格納容器全体が 15 0気圧になるこ

となど有り得ない。誰にでも分かる道理である。

勿論、セレナプロジェクトにおいて、「そもそもトリガーは無い

んだから SEなど起らない。こんなプロジェクトは不要だ」などと

言った研究者（研究機関）はいない（高島：p1 3)。セレナプロ

ジェクトは、実機においてトリガーが存在することを前提に行われ

たものである。日本からも旧日本原子力研究所(JAERI)、旧

（財）原子力発電技術機構 (NUPE C)が参加しているが、上記

の如き発言はしていない。

(4) トリガーの種類

被控訴人も原審も、トリガーと言えば圧力波であって、それ以外

はまったく考えた形跡がない。なるほどクロトス等で負荷されたト

リガーは圧力波であったが、圧力波以外にもトリガーとなり得る事

象は有る。そこで、次にその代表的なものを挙げる（高島：p9~  

1 1)。

①コリウム（溶融核燃料）がキャビティの底に達し、 「底部との接

触」という物理力がトリガーとなり液液接触が生じ SEに至るケー

ス。

②コリウムが底部に達し広がり、コリウムと底部との間に囲まれた

少量の水が瞬時に沸騰（突沸）し、これがトリガーとなり SEに至

るケース。

③コリウムがジェットとなって静止水中を落下し、落下時の相対速
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度によって蒸気膜が不安定化し、これがトリガーとなり SEに至る

ケース。

ここまで言えば、本件 3号機にはトリガーは無い、 SEは起らな

い等とは到底言えまい。FCIが発生すれば、 SEは現実的なもの

となる。溶融核燃料と冷却水が接触すれば、 SEが発生する可能性

は具体的である。

5 SEの破壊力

原判決(p1 0 9)は、「実機でSEは発生しない」と言い切り 、S

Eによる格納容器破損の危険性については判断していない。控訴人ら

は、被控訴人において SEの具体的危険性の不存在を立証すれば、安

全と言えるとの立場を取っている。

被控訴人はSEの破壊力について、原審最終盤になってからである

が、乙 50 1号証を提出するとともに、 SEは格納容器を破損しない

と主張するに至った。そこで、控訴人らは SE発生の可能性は具体的

であるし、 SEが発生すれば格納容器破損の具体的危険が存すると主

張する立場から、被控訴人の上記立証を弾劾するとともに、その具体

的危険性を立証する。

なお、 SEの破壊力は前述した「審査過程における主な論点」の第

2点と関連する。

(1) SEの破壊力

ここで問題にする炉外SEによる破損シナリオは、キャビティ

壁破損による格納容器破損である（甲 13 p 3 2)。

被控訴人は準備書面 30 p 1において、「万が一、水蒸気爆発が

発生した場合でも、原子炉格納容器の構造健全性には問題が無く、

放射性物質の閉じ込め機能が維持できることを確認した」と述べ、

次のシミュレーション結果をその根拠としている。

126 



まず、 MAAPにより事故の進展状況を解析して原子炉下部キャ

ビティの環境を特定し、これを初期条件としてトリガーを掛けて S

Eを発生させ、これをジャスミンコードで解析した。その結果、原

子炉下部キャビティ壁面に生じる圧力は最大で約 5MPaとなっ

たと主張し、その証拠として乙 59 1号証を提出した。

しかし、まず最初に指摘すべきことは、「主要部材である鉄筋の

一部が僅かに塑性変形する」との記述である。僅か 5MPaでも充

分に危険である。

次に、指摘することは、乙 59 1号証は科学的証明としてはまっ

たく体を為していないということである。そこには 「具体的数値が

ほとんどない」（高島：p1 9)。要するに、条件やパラメータがど

のようなものであったかが全く明らかにされていないのである。こ

れでは乙 59 1号証で行われたシミュレーションを評価しようが

無い。条件の設定やパラメータの数値如何で如何様にでも結果は変

化する。結論を言えば、乙 59 1号証は被控訴人の上記 「構造健全

性に問題は無く放射性物質の閉じ込め機能が維持できることを確

認した」との主張を証明しているとは、到底言えないのである。

そこで、以下に設定される条件・入力されるパラメータによって、

その結果が如何様にでも変化することを、甲E1 3号証によって明

らかにする。

(2) 日本原子力研究開発機構によるシミュレーション

甲E13号証は、JAEAがSEによる格納容器破損確率を評価

するべくジャスミンコードを用いて行った研究であり、 20 0 7年

1 1月に発表されている。

以下に、その内容とするところを、表 9~11 （甲 E13p34

~3  6) に沿って説明する。
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ア 表9:SE解析の入力条件（高島p1 9~2 0) 

過酷事故によりメルトダウンが発生すると、やがて溶融核燃料

（コリウム）は原子炉圧力容器の底部を溶かし、ジェットとなっ

てキャビティに落下していく。この時、ジェットの態様その他の

条件 ・パラメータは一様では有り得ない。従って、事故時に想定

される態様に応じて入力条件等を決める必要がある。

上記表 9では、「キャビティ水位」から「時間ステップ」まで

爆発の威力に関係する条件 ・パラメータを定めている。ここで注

意すべき点は、キャビティ水位、初期圧力、融体総量等は単一の

数値になっているが、初期水温、融体ジェット初期直径、融体粒

子直径等には幅があるということである。

例えば、ここでは融体総呈は 10 0トンに決められている。核

燃料の総重量等から特定可能と考えられたのであろう。これに

対し、融体ジェット初期直径は0.1~1. 0 mと幅を持たせた。

ジェットの直径は、圧力容器の底に空いた穴の大きさによって

決まる。従って、事前に絞り込むことは出来ない。こうして幅を

持ったジェットの直径は爆発の威力を決める最も重要な要素の

一つである。

JAEAは最低でも 10 cm、大きければ lmと想定した。

イ 表 10：解析入カデータセット（高島p20~21) 

表 10は、表 9の条件・パラメータの組み合わせである。それ

ぞれの条件 ・パラメータは表 9の幅の中であったとしても、実際

のSEにおいては、それがどのような組み合わせになるかは全

く不明である。従って、その組み合わせを決めなければならない。

JAEAはベースケースを初期水温36 2. 0度（ケルビン）、

融体ジェット直径0.4000m、融体ジェット初期温度 28 2 
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0度（ケルビン）等とし、さらに 40ケースの組合せを設定した。

tI AEAがこれを SEに関する 「実機条件」と考えたのは明らか

である。今まで述べて来たところから、実機条件とは幅のあるも

ので、単ーでは有り得ないことは容易に理解できる。

ウ 表 11 : SE解析結果（甲 E29p21。高島p2 1~2 2) 

表 10に記載された 41ケースに対しトリガーが掛けられる。

こうして SEが発生したときの結果が表 11である。

ここでは側壁への力積のみを見るが、ベースケースで 15. 1 

MNs、最少がケース4の2.34MNs、最大がケース32の

2 7. 3 MN  sであった。最小と最大の力積の間には 12倍近い

開きがある。条件 ・パラメータ、それらの組合せによって出てく

る力積、 言い換えればSEの破壊力はまったく異なってくるこ

とが且五←現実に原子炉事故が発生すれば、どのような組合せで

SEが起っても不思議はないのである。

乙59 1号証がどのような条件・パラメータの下でシミュレ

ートされたかは、明らかにされていない。だが、 「5MPa」と

いうたった一つの解しか出て来ないということは、たった一つ

の条件 ・パラメ ータの設定で計算したことを表 している。実際

のメルトスルーの態様が一通りしかないということは有り得な

し‘。

乙59 1号証が如何なる条件・パラメータの下で「5MPa」

と言っているのか全く不明であり、具体的危険の不存在を証明

しているとは到底言えない。

(3) SEの破壊力（甲 E29p21~23。高島p22~24) 

ア 破壊力の比較

被控訴人は乙 59 1号証により、伊方3号機でSEが発生した
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としても、これによって生じる負荷は側壁面で 5MPa （圧力）

であると主張する。そこで、甲 E13表 11と比較してみたいの

だが、表 11の単位はMN・ s （力積）で、両者の単位が異なっ

ている。比較するためには、これを合わせる必要がある。

a MPaとMN・sの換算・比較

JAEAは甲 E1 3号証p3 5のベースケースにおける爆

発圧力波伝播状況を同p3 9図 27で示している。この図から

は、キャビティ側壁面に係る圧力値は、 SE発生後 10 0 0分

の6秒で 25MPaとなることが読み取れる。これが最大値で

ある。同p3 6表 11では、 15. 1 MN  • s、キャビティ側

壁面に係る力積はベースケースで 15. 1 MN・ s、ケース3

2で27. 3 MN  • sである。このこと から、概ね次の式が成

り立つ。

15. lMN ・s:27. 3MN • s::::;:25MPa:X 

すると、ケース 32の推定最大圧力値は

X=.: (27. 3X25) --:-15. 1::::.:45. 2MPa 

となる。 9倍以上である。

b 乙59 1号証では、5MPaで「一部に塑性変形」が生じた

ことを認めている。その 9倍以上の 45. 2MP aの負荷が掛

れば、完全に破壊されることになる。

イ セレナプロジェクトによって得られた知見

セレナレポート 2では「圧力容器外で予測された衝撃力は総て

2 0~1 0 0 k P a • sの範囲であった。数十kP a • sオーダ

ーの荷重は格納容器に何らかの損傷を与え、それによって格納容

器の健全性を酋かす可能性が有る」（甲 E1 1の2p 7) として

いる。
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また、 20 1 7年のセレナレポートでは 「圧力容器外でのSE

で計算される単位面積当たりの力積は加圧水型の底部で 15 0 

k P a • s、側壁面で 125kPa・sとなり、 ・・・ キャビティ

壁に及ぼす力積は lOOkPa・s以下でなければいけない」（甲

E 2 1の3) と許容値が述べられている。

ここでも、上述したように換算 ・比較が出来ればよいのだが、

単位の違いだけでなく、基準とする物理量も異なる等のため換算

が出来ない。ただ、一つ言えることは、伊方3号機で SEが発生

したと仮定したときに計算される単位面積当たりの力積が上記

許容値を下回るのであれば、被控訴人においてこれを主張しても

いいはずなのだが、それはしていない。

(4) 小括

以上から、 SEが発生した場合のその破壊力は、被控訴人が主張

するように格納容器の健全性に影響を与えない等とは到底言えず、

逆に、格納容器を損傷し環境に放射性物質を放出するものであるこ

とが証明された。

6 実機条件

SEの安全性について、被控訴人は好んで「実機（条件）」という表

現を使い、原判決もこれを無批判に採用し、実機での SEは証明され

ていない、との立場を取っている。しかしながら、実機あるいは実機

条件とは何かについてはほとんど明らかにされて来なかった。ようや

く原審の最終局面で、被控訴人は乙 62 7号証を提出し、これをもっ

て実機条件とした。結局、これについて充分な審理も行われること無

く、原判決はこれを実機条件としたようである。

乙62 7号証 (5-2-17)の表 3-8には、実機条件として 「溶

融ジェット径 5~1 5 cm」、「溶融物温度（過熱度） ～2600K 
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(~300K)」等の記載がある。これが被控訴人の言うジェット径と

過熱度に関する実機条件である。

これに対し、高島は「溶融ジェットの径が余りにも小さすぎること」、

「溶融温度が低いこと」を指摘している（高島p2 7~2 9)。そこで、

これらの 「実機条件」を以下に検討してみる。

(1) ジェット径

ジェットとは、溶融核燃料が圧力容器の底を溶かし、水を張った

キャビテイに落下していく状態である。 SEの破壊力は多くの要素

によって決まるが、溶融核燃料だけに限れば、それが多ければ多い

程、破壊力も大きくなる（火薬の量が多ければ多い程、爆発の威力

が大きくなるのと同じである）。ジェットの径は、キャビティに落

下する溶融核燃料の葦を決定するこ とになるから、この径をどう設

定するかで、破壊力も決まって来る（甲 E1 3表 10~1 1を見れ

ば、力積と粗混合葦、粗混合量とジェットの径が相関していること

が判る）。

乙62 7号証では、その溶融ジェットの径が 5~15 cmに設定

されている。余りにも小さい。核燃料が溶けだし圧力容器の底にた

まり、これを溶かし始める。こうして開く穴の径が 5~15 cmに止

まると、どうして決めつけることが出来るだろうか。 5Cmかもし

れないが、 100cmになるかもしれない。

甲E1 3号証表 9は、ベースケースとしてジェットの径を 40 

cmとしたうえで、想定される径を最小 10 cmから最大で 10 0 

cmとした。日本原子力研究開発機構はこれを実機条件と考えた

訳である。

乙62 7号証の設定は偏っており、実機条件を明らかにするも

のとは言えない。
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(2) 溶融物温度

乙62 7号証では、溶融物温度は「～ 2600K」となってい

る。これに対し、甲 E1 3表 9では、 「27 2 0~2970K」で、

1 2 0~370Kの温度差がある。

乙62 7号証の溶融物温度は低い。 SEは高温の液体と低温の

水が液液接触をすることにより発生する。高温溶融物が固体にな

れば、液液接触は起こらない。溶融物温度が高いか低いかは高温溶

融物が固化するまでの時間の長短にかかわる。時間が長ければそ

れだけ SEが発生し得る時間が長いということになる。溶融物温

度を低く設定するということは、それだけSEの発生可能性を低

くする訳である。

乙62 7号証は、 ここでも偏った実機条件しか明らかにしてい

ない。

(3) 小括

原判決は、 SEの安全性について、「実機条件」にほとんど決定

的な意味を持たせ、 SEの具体的危険性は明らかになっていないと

した。 しかし、実機条件とは相当の幅を持ったもののはずである。

乙62 7号証は明らかに狭く偏っている。訴訟を意識している可能

性さえある。その意味で甲E1 3号証は疑うべき事情も無く充分に

信頼できる。規制委員会及び原審が被控訴人の 「実機条件」を鵜呑

みにした判断は合理的とは言えない。

7 コアキャッチャー（高島p36~39) 

欧米ではSE対策としてコアキャッチャーを中心に研究・設置が進

んでいる。我国でも産学共同で研究を進めている（甲E27・28)。

この点について、原判決は、①既設の原子炉にコアキャッチャーを

設置させたことを示す証拠はない、② IAEAがコアキャッチャーの
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設置を要求していることを示す証拠もない、だから、 IAEAや諸外

国が 「SEが発生し格納容器が破損する具体的危険性が有ると認識し

ているということは出来ない」と判示している(p1 1 6~1 1 7)。

上記①②が示していることは、 IAEAや諸外国の認識が何処にあ

るかではない。（既設の原子炉にコアキャッチャーを設置する費用の

膨大さを考慮した） IAEAや諸外国が、我国同様、国民の健康や生

命より経済性を優先しているという事実である。

しかし、考えるまでも無く判ることだが、 SE発生の具体的危険性

の認識無くしてコアキャッチャーの研究をすることなど有り得ない。

8 まとめ

本件許可申請に対し、規制委員会はその審査においてセレナプロジ

ェクトで得られた知見（炉外SEには 「不確さが残っている」）を検

討していないこと、 FCIによる SEの発生の可能性は世界が危惧す

る具体的なもので、格納容器にはトリガーとなり得る事象は多数存在

すること、 SEが発生すればその破壊力は格納容器を損傷するに充分

であるということは、いずれも証明されている。

これは、判断の枠組みに拘わらない。
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第7 避難計画

本項では避難計画にかかる原審の判断の過誤を論 じる。

1 原審の判断

原審は、避難計画にかかる争点に関し、 「被控訴人が各論点について

安全対策を講じたことを前提に再稼働申請等を行い、原子力規制委員

会がこれについて新規制基準に適合している等の判断を行ったこと

により安全性の確保が推認されるところ、控訴人らは、この推認を覆

し、控訴人らの生命、身体、健康等が侵害される具体的危険性が存在

するといえるほどの反論反証は出来ていない。したがって、具体的危

険の発生を前提とする避難計画に関する争点は検討するまでもない」

旨判示している。

2 前提となる安全性にかかる判断の誤り

前項の判示は、原発の安全性は 「社会的に許容される程度の安全性」

の確保で足りるとし、 「原子力規制委員会が当該申請内容が同基準（新

規制基準）に適合していると確認 ・判断して許認可している場合は、

社会的に許容される程度の安全性が確保されていることが推認され

る（以上、原判決 14頁）」などとする、原審の安全性にかかる判断を

前提としている。しかし、こうした原審の安全性にかかる判断が誤り

であることは、 「第 1.はじめに（判断の枠組み）」の項で詳しく論じ

たとおりである。

3 原子力規制委員会の考え方との矛盾

(1) 原審が安全性を前項のとおり捉える根拠

原審は、安全性を前項のとおり捉える根拠について、上記許認可

が、「我が国は、 ...福島原発事故を踏まえ、発電用原子炉の運転

により原子力発電を行うことについて社会的に許容される程度の

安全性を確保すべく、原子力規制委員会に、国際機関及び諸外国の
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安全基準や規制等のほか福島原発事故を踏まえた各事故調査委員

会の主な指摘事項を整理させ、これらを踏まえて、わが国の地域等

の特性に配慮しつつ、前記の様々な事象に対する安全性の確保に関

する各専門分野の学識経験者等による科学的、専門技術的知見に基

づく合理的な判断基準としての新規制基準案を策定させ、同案の内

容につき意見公募手続を経た上で新規制基準として制定し、同基準

に適合しなければ原子力事業者の発電用原子炉の運転を許さない

ものとすることとした」などという設立経緯に裏打ちされた原子力

規制委員会による科学的、専門技術的知見に基づく判断であること

しか述べていない。

即ち、原判決は、「原子力規制委員会の科学的、専門技術的知見」

に盲目的な信頼を置き、これを安全性にかかる判断の唯一の根拠に

しているものに外ならない。

(2) 原子力規制委員会の考えとの相違

しかるに、 「第 1.はじめに（判断の枠組み）」で指摘したとおり 、

原子力規制委員会の委員長自身が、「審査基準に適合しているとい

う判断は安全性を保証するものではない」旨を明言しているところ

であり、原審の安全性にかかる判断が原子力規制員会の考えと矛盾

することは明らかである。

なお、田中委員長は平成 28年 3月22日開催の日本記者クラブ

の記者会見においても、「事業者はどうしても、規制に通っている

から安全だという言い方をしがちなんですね、まだ日本の場合は。

それは国際的には間違いだと、そうじゃないんだということを繰り

返し言われているんですが、まだその辺が定着していないという意

味で、まだまだだなという気は、実はしています」などと苦言を呈

している（甲 I3 1)。
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(3) 原子力規制委員会の求める原子力災害対策

この点に関し、 原子力規制委員会は、新規制基準適合にかかる許

認可に加え、以下のとおり、独立した原子力災害対策の必要性を唱

えている（甲 I3 2)。

発電用原子炉施設は、予測の不果実さに対処しつつリスクの顕在

化を防いで安全性を確保するための方策として、深層防護の考え方

を適用することが有効とされており、国際原子力機関 (IAEA) 

は第 1から第 5までの防護レベルによる深層防護の考え方を採用

している。なお、各層の防護目的について、第 1層が通常運転に異

常を起こさせないこと 、第 2層は異常が起きた場合には事故に発展

させないこと、第3層は事故が起きた場合にも炉心損傷などの過酷

事故（シビアアクシデント）に至らせないこと、第4層は過酷事故

に発展 した場合には格納容器破損に至らせないこと、第5層は放射

性物質の外部放出に対し、その影響を緩和することであり、第 5層

における 「必須の手段」は避難計画の策定、充実 ・強化である。

そして、原子力規制委員会は、国際原子力機関 (IAEA)の上

記深層防護の考え方を踏まえ、原子炉等規制法の委任を受けて制定

した設置許可基準規則等の原子力規制委員会規則において、第1か

ら第4の防護レベルに相当する安全対策を規定し（新規制基準）、

避難計画等の第 5の防護レベルの安全対策は、災害対策基本法及び

原子力災害対策特別措置法によって措置がされることにより、発電

用原子炉施設の安全が図られるとしている（甲 I3 2)。

即ち、原子力規制委員会は、発電用原子炉施設の安全性について、

深層防護の各防護レベルをそれぞれ確保することにより図るもの

としており、深層防護の第 1から第 5の防護レベルのいずれかが不

十分な場合は、発電用原子力施設が安全であるということはできず、
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周辺住民の生命や身体が侵害される具体的危険があると考えてい

るものに外ならない（平成24年（行ウ）第 15号東海第二原子力

発電所運転差止等請求事件にかかる水戸地裁判決同旨（甲 I2 2))。

(4) 原子力災害対策指針（甲 12の 1)

又、原子力規制委員会は、原子力災害対策特別措置法に従って、

原子力災害対策指針において、原子力災害対策として実施すべき措

置に対する専門的 ・技術的事項等を定めている。都道府県 ・市町村

は、原子力災害対策指針に基づき、地域防災計画を策定することと

されており、原子力災害対策指針が、我が国の第 5層の防護（その

要諦が避難計画）の中核を成している。

このように、 原子力規制委員会は、避難計画に関しても重要な指

針を示している。仮に、定められた避難計画が原子力災害対策指針

の要求を充たしていないとすれば、新規制基準を充たしていないこ

とと同等の重大な欠陥があることに外ならない。

当然、避難計画が原子力災害対策指針を充たしているかどうかは

裁判において審理の対象となる。

(5) 小括

以上のとおり、原子力規制委員会の設立経緯、科学的、専門技術

的知見を根拠にしながら、同委員会が考える安全性とは異なる安全

性を定義することは背理という外ない。

同委員会が考えるとおり 5層の防護の各層毎独立に安全性が確

保されなければならず、避難計画についても 「放射線被曝によりそ

の生命、身体に直接的かつ重大な被害を受ける具体的危険がないこ

と（具体的危険の不存在）」について厳格に審理されなければなら

ない。
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4 控訴人らの主張

(1) はじめに

避難計画にかかる控訴人らの主張は、原審において 「準備書面2

2」および「最終準備書面」で述べたとおりである。両書面では、

原子力災害対策指針に係る問題点、避難計画をもたない広島市域に

おける高濃度の被曝被害の惧れ、伊方原発にかかる避難計画（以下

「本件避難計画」という）の実効性の欠如、本件避難計画の定めが、

地震による原発事故時に何ら役に立たないことを能登半島地震が

示した事実等を明らかにしている。即ち、本件避難計画に関し、放

射線被曝によりその生命、身体に直接的かつ重大な被害を受ける具

体的危険がある。

両書面の内容について、原判決が全く検討していないという特殊

事情があるため、その詳細については、改めて控訴審において両書

面に直接あたって頂く外ないが、以下、その概要を示す。

(2) 原子力災害対策指針にかかる諸問題

まず、原子力災害対策指針について、 O想定する過酷事故の内容

が甘いこと、 〇避難計画作成対象外エリアが存在していること（広

島市域もこれに該当）、 〇 市町村及び都道府県の避難計画策定能力

が欠如していること、 〇 避難計画の審査制度が欠如していること

等の問題点がある。

(3) 広島市域にも避難計画は必要

伊方原発から直線で約 100km離れた広島市域は避難計画の

策定は義務付けられていない。しかるに、広伊方原発からの放射能

災害で避難しなければならない蓋然性が十分に認められ、又、南海

トラフ巨大地震との複合災害による甚大な被害も想定されるとこ

ろである。広島市域においても避難計画は必要である。
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(4) 本件避難計画の問題点

次に、本件避難計画に関し、以下のとおり、重大な問題点がある。

ア 時間軸が設定されていないという問題

本件避難計画は、放射性物質放出までに避難が完了しなければ

ならないという時間軸を全く考慮しておらず、この結果、住民が、

放射性物質放出までに避難を完了できることが何ら約束されて

vヽな Vヽ。

イ 非現実的な避難手段

本件避難計画は、避難手段として自家用車やバスによる避難を

採用しているが、避難経路とされる国道 17 9号線が通行不能に

なる可能性や、非常時にバスが計画通り確保できない可能性が高

い。このように、避難手段について全く実効性の裏付けがなく非

現実的である。

ウ 不十分な避難経路

一般的に避難計画では、季節、時間帯、気象条件、海洋条件等、

自然条件につき種々のケースを想定し、各ケースに対応した避難

経路が設定をされなければならないところ、本件避難計画で設定

されている避難経路は松山方向に向かって逃げるという経路し

か設定されておらず、自然条件等についての検討が全くなされて

vヽない。

工 自然災害との複合災害が想定されていないこと

本件避難計画には、伊方原発が単独で放射能事故を起こしたと

いうケースしか想定されていないという重大な欠陥がある。

この点に関し、最終準備書面では、南海トラフ巨大地震によっ

て伊方原発の過酷事故が発生したケースについて、愛媛県地震被

害想定調査最終報告（甲 I1 5)や能登半島地震の被害結果に基
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づいて検討し、本件避難計画が南海トラフ巨大地震との複合災害

時に全く機能しないことを敷術している。

オ 屋内退避の問題

本件避難計画において、原子力施設から概ね半径30km圏内

の地域 (UPZ)の住民は、全面緊急事態になった場合に屋内退

避をすることになっている。しかるに殆どの建物が全半壊し、屋

内退避しようにも退避する屋内が存在しない事態が容易に想到

でき、又、熊本地震や能登半島地霰の時のように地震が続き複数

回の大きな揺れが襲ってくることも十分にありえる。屋内退避は、

住民らの生命、身体を危険に晒すもので、およそ採りえない方策

である。

(5) 令和6年能登半島地震

能登半島地震で現に生じた被害に照らせば、地震による原発事故

が起きた場合、住民らは、家屋の倒壊や度重なる強い揺れのために

屋内退避をすることもできず、避難経路の寸断のために避難するこ

ともできず、救助や支援物資 ・医療を受けられずに孤立し、放射性

物質が漂う屋外で被曝を強いられることになる。

本件避難計画の定める避難手段 ・方法等が、地震による原発事故

時に何ら役に立たないことを、能登半島地震が示した。

(6) おわりに

以上のとおり、本件避難計画に関し、放射線被曝によりその生命、

身体に直接的かつ重大な被害を受ける具体的危険があることは明

らかといえる。

原発による放射能災害に対し、国際標準を満たす実現可能で防護

効果の高い避難計画を持たない本件原子炉の運転は、その一点で即

座に差し止められなければならない。
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以上
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